
鳥取市街なか駐車場サポーター利用促進事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ガイナーレ鳥取のホームゲーム時におけるスタジアム周辺の渋滞緩和策及び街

なか駐車場の利用促進による中心市街地活性化策として交付する鳥取市街なか駐車場サポーター

利用促進事業補助金（以下「本補助金」という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２

年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 
 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 
（１）ガイナーレ応援・駐車場無料デー ガイナーレ鳥取のホームゲーム開催日において、予め登録

された協力駐車場の利用者を対象として１利用者につき１回６時間分の無料駐車サービス券を

配布する事業をいう。 
（２）協力駐車場 街なか駐車場協議会会員のうち、市長に対して別に定める同意書によりガイナー

レ応援・駐車場無料デーに協力する同意をした駐車場をいう。 

（３）無料駐車サービス券 協力駐車場に無料で駐車できる権利を付与した券をいう。 
 
（交付目的） 

第３条 本補助金は、ガイナーレ応援・駐車場無料デーを実施する株式会社ＳＣ鳥取に対し、補助す

ることにより、車利用のサポーター等が中心市街地に訪れやすい環境を整え、スタジアム周辺での

交通渋滞を緩和し、並びに中心市街地の商業振興及びにぎわい創出に資することを目的として交付

する。 
 
（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、株式会社ＳＣ鳥取とす

る。 
 
（補助対象事業） 

第５条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、ガイナーレ応援・

駐車場無料デーのうち、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。 
（１）協力駐車場すべてを対象とした事業であること。 
（２）事業実施にあたっては、協力駐車場に対して実施日時等を事前に告知すること。 
（３）事業実施にあたっては、事業実施日、すべての協力駐車場の場所、無料駐車サービスを配布す

る場所及び配布時間等の事業の詳細について、十分な事前広報を行うこと。 
（４）事業実施日には、時間帯によっては、協力駐車場が満車となる可能性があることを事前広報す

ること。 
（５）無料駐車サービス券の配布枚数に限りがあることを事前に広報すること。 
（６）無料駐車サービス券の配布の際には、当該配布の対象となる協力駐車場が発券した駐車券に無

料駐車サービス券が交付済である旨の印等の記載を行うこと。 
（７）事業実施にあたっては、その実施日時がガイナーレ鳥取の本市でのホームゲーム開催日である

こと。 

 

 

 



 （補助金の算定） 
第６条 本補助金は、補助対象事業に要する経費のうち無料駐車サービス券による駐車に係る料金に、

１０分の８を乗じて得た額以内で算定し、予算の範囲内で交付する。 
 
（交付申請） 

第７条 本補助金の交付申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。 
２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に定める書類は、それぞれ鳥取市街なか

駐車場サポーター利用促進補助金事業計画書（様式第１号）及び鳥取市街なか駐車場サポーター利

用促進補助金収支予算書（様式第２号）によるものとする。 
 
（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 
（１）本補助金の増額 
（２）本補助金の２割を超える減額 
 
（着手届を要しない場合） 

第９条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に規定する場

合以外のすべての場合とする。 
 
（補助金の交付） 

第１０条 削除 
 
（実績報告書） 

第１１条 本補助金の実績報告は、本補助金の交付の対象となる年度内の事業が完了した日から起算

して２０日を経過する日又は交付決定の日の属する年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い日

までに行わなければならない。 
２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に定める書類は、それぞれ鳥取市街な

か駐車場サポーター利用促進補助金事業報告書（様式第３号）及び鳥取市街なか駐車場サポーター

利用促進補助金収支決算書（様式第４号）によるものとする。 
 
（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか本補助金について必要な事項は、教育委員会事務局長が別に

定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２３年２月２１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日 第１０条） 
この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



（参考）鳥取市街なか駐車場協議会一覧 

 
                                    （順不同） 

 
協 力 駐 車 場 名 所属団体等 

1 県庁北側緑地有料駐車場 鳥取県 

2 鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル駐車場 鳥取商工会議所 

3 鳥取駅前駐車場 (有)鳥取駅前駐車場 

4 
本通パーキング 
パレット鳥取 

鳥取本通商店街振興組合 

5 
日の丸パーキング 
（大丸・ニューオータニ） 

(株)鳥取大丸 

6 
わくわくパーキング 
鳥取駅前駐車場（ワシントン横） 

(有)村尾事務機 

7 日交パーキング 日本交通(株) 

8 

シティパーク永楽温泉町 
シティパーク永楽通り 
シティパーク末広温泉町 
シティパーク今町 

シティ情報サービス(株) 

9 
駅前 NPC 駐車場 
駅南 NPC 駐車場 

日本パーキング(株) 
大阪営業部 

10 日の丸産業株駅南パーキング 日ノ丸産業(株)総務部 

11 シャミネ駐車場 山陰ステーション開発(株) 

12 市営幸町駐車場 
アマノマネージメントサービス(株) 
広島支店営業部 
岡山支店営業部 

13 daiko パーキング (株)鳥取代行 

14 栄町パーキング 同愛エンジニアリング(有) 

15 スカイパーキング永楽 (株)H＆M コーポレーション 

16 タイムズ鳥取駅前駐車場 
パーク２４(株) 
広島営業所 

 


